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Kohgakusha Academy 

新宿国際交流学院 

Shinjuku International Exchange School 

 



１．設置コース/入学時期/就学期間 

  

 

 

 

 

２．出願資格 

 以下の条件を満たす者 

   ①高等学校卒業見込または卒業以上の学歴を有する者 

   ②日本語能力試験等、公的な日本語能力試験の成績を提出できる者または学校等での日本語学習 

時間がわかる書類を提出できる者(書類申請時) 

   

３．選考方法 

  ①出願書類による書類選考 

②志願者面接(必要に応じて支弁者面接) 

③筆記試験 

 

４．学費 

 
コース 

ビザ申請 
手数料 

入学金 授業料 施設費 教材費 
留学生 
保険 

合計 

入学時 \30,000 \50,000 \720,000 \36,000 \30,000 \10,000 \876,000 

2

年

目 

進学 2 年 - - \720,000 \36,000 \30,000 \10,000 \796,000 

進学 1.9 年 - - \540,000 \27,000 \22,500 \7,900 \597,400 

進学 1.6 年 - - \360,000 \18,000 \15,000 \5,800 \398,800 

進学 1.3 年 - - \180,000 \9,000 \7,500 \3,300 \199,800 

         ※授業料には課外活動費、健康診断受診料が含まれています。 

  ①納付方法 

   ・本校指定口座への振り込みとなります。必ず受験者氏名がわかるように記載をお願いします。 

   ・送金にかかる全ての手数料をご負担ください。 

  ②納付上の注意 

   ・一度納入された納付金は原則として返還しません。 

コース 入学時期 就学期間 

進学 2 年コース 4 月 2 年 

進学 1.9 年コース 7 月 1 年 9 か月 

進学 1.6 年コース 10 月 1 年 6 か月 

進学 1.3 年コース 1 月 1 年 3 か月 

税込 



   ・日本国への入国を許可されたなかった場合、又は本人の都合により入学を辞退した場合には、 

ビザ申請手数料、入学金を除いた金額を返還します。(送金手数料は受験者負担) 

 

５．必要書類 

 （１）勉学の意思及び能力に関する書類 

①入学願書 本校所定用紙 

②履歴書①② 本校所定用紙 

③証明写真 3 枚 
縦 4 ㎝×横３㎝、３か月以内に撮影したもの(裏面に国籍、氏名を記

入) 

④最終出身校の卒業証書 原本を提出(コピー不可) 

⑤最終出身校の学業成績表 原本を提出(コピー不可) 

⑥在学中の高等教育機関の 

在学証明書 

大学、短大、専門学校、大学院等に在籍している者 

高等学校在学中の者に関しては卒業見込証明書も添付 

⑦日本語能力を証明するもの 

日本語能力試験 N5 以上の合格通知、J-TEST F 級以上、NAT-TEST5

級(旧 4 級)以上等の証明書等、または 150 時間以上の日本語学習証明

書 

⑧旅券の写し 身分事項ページ及び追記欄に記載がある旅券は追記欄ページ 

 

 （２）経費支弁者の支弁能力立証等に関する書類 

①経費支弁書 本校所定用紙 

②親族関係公証書 
志願者と経費支弁者の関係を証明するもの。戸籍謄本など。(家長の氏

名が記載されている最初のページを入れ、本籍地住所があるもの) 

③預金残高証明書 経費支弁者名義の銀行発行の残高証明書 

④預金通帳のコピー等 過去 1 年分 ③の資金を形成するに至った経緯を明らかにする資料 

⑤在職(職業)証明書 支弁者が企業等に勤務している場合 

⑥法人登記簿謄本 支弁者が企業等の役員である場合 

⑦営業許可書 支弁者が個人経営者である場合 

  

経費支弁者が外国に在住の場合の追加資料 

①収入証明書 または 

納税証明書 

過去 3 年分 

過去 3 年分(収入または所得金額の記載があるもの) 

 

経費支弁者が日本に在住の場合の追加資料 

①納税証明書 過去 3 年分(収入または所得金額の記載があるもの) 



注意事項 

 ◎各種申請資料は東京出入国在留管理局提出前３か月以内に作成されたものとする。 

◎日本語以外の言語で書かれたものに関しては、履歴書①を除く全ての書類にワードなどによる日本 

語訳を添付する必要がある。 

◎原則として卒業証書原本以外、受け付けた書類は一切返却しない。 

◎在留資格認定証明書の交付の可否は当校より連絡する。交付の際は速やかに学費等を納入すること。 

学費等の納入確認後、在留資格認定証明書を志願者のもとへ送付する。 

その後志願者は現地日本大使館へ赴き、ビザの交付を受けること。理由によっては一旦納付された 

学費等を返還する。但し、ビザ申請手数料及び入学金はいかなる理由があっても返還しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿国際交流学院 

〒169-0073  東京都新宿区百人町 1-22-25 

TEL：03-5348-6591  FAX：03-5348-6592 

E-mail：skk-shinjuku@kohgakusha.com 


